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答  申  

  

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以

下「法」という。）６３条の規定に基づく返還金額決定処分に係る審

査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

   本件審査請求の趣旨は、○○区福祉事務所長（以下「処分庁」

という。）が請求人に対し、平成３０年１月２２日付けで行った

法６３条の規定に基づく返還金額決定処分（以下「本件処分」と

いう。）について、その取消しを求めるというものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

   請求人は、おおむね以下の理由から、本件処分は違法又は不当

であると主張しているものと解される。  

   請求人が取得した相続金は５００万円に過ぎない。一方で、妹

も相続金として５００万円を取得している。また、保護費の大半

は医療扶助費であるところ、その大半は妹の医療費である。そう

であれば、妹の分は妹に対して請求すべきである。  

  

第４  審理員意見書の結論  

   本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項に

より、棄却すべきである。  
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第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

平成３０年１１月１日  諮問  

平成３０年１２月１４日  審議（第２８回第３部会）  

平成３１年１月２４日  審議（第２９回第３部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

 １  法令等の定め  

  ⑴  保護の補足性及び保護の基準について  

    法４条１項は、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得

る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維

持のために活用することを要件として行われると規定する。  

    法５条は、上記の法の規定は、法の基本原理であって、法の

解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてなされなければな

らないと規定する。  

    また、法８条１項は、保護は、厚生労働大臣の定める基準に

より測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金

銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において

行うものとすると規定し、「生活保護法による保護の基準」

（昭和３８年厚生省告示第１５８号）は、上記「厚生労働大臣

の定める基準」として、保護費の具体的基準を定めている。  

    したがって、収入（就労に伴う収入あるいは就労に伴う収入

以外の収入）がある場合には、その収入額は、当該受給者の収

入として認定されることになり、当該受給者の保護の基準とさ
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れた金額から控除されることになる。  

  ⑵  保護における世帯単位の原則  

    法１０条は、保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を

定めるものとする。ただし、これによりがたいときは、個人を

単位として定めるものとすると規定する。  

    そして、「生活保護法による保護の実施要領について」（昭

和３６年４月１日付厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。

以下「次官通知」という。）第１は、同一の住居に居住し、生

計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定す

ることと定める。このことについて、「生活保護問答集につい

て」（平成２１年３月３１日付厚生労働省社会・援護局保護課

長事務連絡。以下「問答集」という。）第１は、「各個人の経

済生活は通常世帯を単位として営まれており、したがって、保

護を必要とする生活困窮という事態は、世帯員のある特定の個

人についてあらわれるものではなく、世帯全体に同じ程度にお

いてあらわれるからである」としている。  

  ⑶  費用返還義務  

    法６３条は、被保護者が、急迫の場合等において資力がある

にもかかわらず保護を受けたときは、被保護者は、速やかに、

保護を受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の

実施機関が定める額を返還しなければならないと規定している。  

    そして、法６３条の規定は、「被保護者に対して最低限度の

生活を保障するという保護の補足性の原則に反して生活保護費

が支給された場合に、支給した生活保護費の返還を求め、もっ

て生活保護制度の趣旨を全うすることとしている」（東京高等

裁判所平成２５年（行コ）第２７号事件・平成２５年４月２２

日判決・裁判所ウェブサイト裁判情報掲載。なお、同判決は最

高裁判所において上告棄却により確定している。）と解されて
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いる。  

    また、法６３条は、本来資力はあるが、これが直ちに最低生

活のために活用できない事情がある場合にとりあえず保護を行

い、資力が換金されるなど最低生活に充足できるようになった

段階で既に支給した保護金品との調整を図ろうとするものであ

り、原則として当該資力を限度として支給した保護金品の全額

を返還額とすべきであるとしている（問答集問１３－５・答⑴

参照）。  

  ⑷  本件各収入について  

   ア  本件年金  

     次官通知第８・３・⑵・ア・ (ｱ)によれば、年金については、

その実際の受給額を認定することとされ、また、「生活保護

法による保護の実施要領について」（昭和３８年４月１日付

社発第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」とい

う。）第８・１・⑷・アによれば、厚生年金保険法等による

給付で、６か月以内の期間ごとに支給される年金については、

実際の受給額を原則として受給月から次回の受給月の前月ま

での各月に分割して収入認定することとされている。  

     そして、既往分の年金が一括して支給された場合について、

年金受給権が生じた日から法６３条の返還額決定の対象とな

る資力が発生したものとして取り扱い、資力の発生時点が保

護の開始前となる場合であっても、返還額決定の対象を開始

時以降の支払月と対応する遡及分の年金額に限定することの

ないよう留意することとされている（問答集問１３－６・答

⑴参照）。  

   イ  本件相続金  

     相続は死亡によって開始され、相続人は相続開始の時から

被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するもの（民
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法８８２条及び８９６条）とされ、共同相続人は協議によっ

て遺産の分割をすることができ、その効力は相続開始のとき

に遡って生ずるもの（民法９０９条）とされている。  

     したがって、法６３条に基づく費用返還の対象となる資力

の発生時点は、被相続人の死亡時と解すべきであり、遺産分

割手続により被保護者が相続することとなった財産の額を限

度として、被相続人死亡時以後支給された保護費について返

還請求の対象とすることとなるとされている（問答集問１３

－６・答⑵参照）。  

   ウ  本件給付金  

     「年金生活者等支援臨時福祉給付金及び平成２８年度臨時

福祉給付金の生活保護法上の取扱いについて（通知）」（平

成２８年４月１日付社援保発第０４０１第２号。厚生労働省

社会・援護局保護課長通知）３によれば、「平成２８年１月

２日以後に被保護者となった場合等、当該給付金が被保護者

に対して給付されることがある。この場合の収入認定の取扱

いについては、これまでと同様、支給月にその実際の受給額

を認定することとする。」とされている。  

   エ  本件返戻金  

     局長通知第８・１・⑸によれば、就労に伴う収入、農業収

入、農業以外の事業（自営）収入及び恩給、年金等の収入の

いずれにも属さない収入は、その全額を当該月の収入として

認定することとされている。  

 ２  本件処分について  

  ⑴  法６３条の規定は、保護の補足性の原則に反して保護費が支

給された場合に、支給した保護費の返還により生活保護制度の

趣旨を全うするために設けられた仕組みであると解せられるの

であり（１・⑶の判例を参照）、また、資力の認定は世帯を単
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位として行われるものであるから（１・⑵）、世帯に資力が発

生したと認められる以上、当該資力に対して法６３条の規定を

適用しなければならないものである（１・⑶の問答集の回答を

参照）。  

   ア  本件年金  

     そして、被保護者が厚生年金基金から年金の支給を受けた

場合、法６３条に基づく費用返還の対象となる資力の発生時

点は年金受給権の発生時点であるところ、年金受給権の発生

時点が保護の開始前となる場合であっても、返還額決定の対

象を開始時以降の支払月と対応する遡及分の年金額に限定す

ることはないとされていることから、本件年金のうち、保護

開始時点以前の既往支給分として、本件基金から請求人に対

して支払いのあった額（８０４，１００円）については、法

６３条に基づく返還額の決定の対象となると解される（１・

⑷・アを参照）。そうすると、本件年金のうち、既往支給分

として平成２８年５月２日に請求人が受給した年金額（８０

４，１００円。別紙注２・⑴・ア・ (ｱ)）については、支払対

象期間である平成２４年８月から平成２８年３月までの間に

資力が発生したものとして、保護開始日である平成２８年３

月４日に、その全額を請求人が保有する資力として認定すべ

きものと認められる。  

     また、保護開始後に支給された年金（計２１９，３００

円）については、実際の受給額を認定するとされ、６か月以

内の期間ごとに支給される年金については、実際の受給額を

原則として受給月から次回の受給月の前月までの各月に分割

して収入認定することとされている（１・⑷・ア）ことから、

本件年金のうち、平成２８年６月１日、同年８月１日、同年

１０月３日、同年１２月１日、平成２９年２月１日及び同年
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４月３日に本件基金から請求人が支払を受けた年金（各支払

日ごとに３６，５５０円。別紙注２・⑴・ア・ (ｲ)）に係る請

求人の資力は、各受給日の属する月及びその翌月に発生した

ものと認められる。  

   イ  本件相続金  

     次に、相続により財産を取得することとなった場合、法６

３条に基づく費用返還の対象となる資力の発生時点は被相続

人の死亡時と解すべきであるところ（１・⑷・イ）、本件被

相続人は、平成２８年３月２１日頃から３１日頃までの間に

死亡したことから、本件被相続人の死亡に伴う相続により生

じた本件相続金（計１０，６６４，７９８円）に係る資力は

本件被相続人の推定死亡日の属する平成２８年３月に発生し

たものと認められる。  

   ウ  本件給付金  

     本件給付金については、その支給月に実際の受給額を収入

認定することとなるとされているところ（１・⑷・ウ）、請

求人らは平成２８年６月７日に○○区から本件給付金の支給

を受けている（別紙注２・⑴・ウ）ことから、本件給付金に

係る資力は平成２８年６月７日に発生したものと認められる。  

   エ  本件返戻金  

     さらに、就労に伴う収入、農業収入、農業以外の事業（自

営）収入及び恩給、年金等の収入のいずれにも属さない収入

は、その全額を当該月の収入として認定するとされていると

ころ（１・⑷・エ）、請求人は、平成２８年３月２９日に本

件機構から本件返戻金（２４１，２６２円）の返還を受けて

いる（別紙注２・⑴・エ）ことから、本件返戻金に係る資力

は平成２８年３月２９日に発生したものと認められる。  

  ⑵  以上から、処分庁は、本件各収入の額（１１，９８９，４６
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０円）が、保護開始日（平成２８年３月４日）から本件年金を

収入認定すべき月の末日（平成２９年５月３１日）までの本件

返還対象期間に請求人世帯に支給した支給済保護費（医療扶助

費を含む）の合計額（１７，００７，７８５円）よりも少なか

ったことから、本件各収入の額に相当する支給済保護費（１１，

９８９，４６０円）について、法６３条の規定に基づく返還金

額として決定したものであり、本件処分には違法・不当な点は

なく、違算も認められない。  

 ３  請求人は、上記（第３）のとおり主張する。しかしながら、生

活保護は、世帯を単位として保護の要否、程度が決定されるので

あって（１・⑴）、法６３条においても、返還金額を世帯構成員

別に決定する旨の規定がない以上、同条に基づく返還金額は世帯

を単位として決定されるものと解され、また、上記２・⑵のよう

に本件処分には違法又は不当な点はないことから、請求人の主張

を認めることはできない。  

 ４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

 以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  

 よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

 外山秀行、渡井理佳子、羽根一成  

 

別紙（略）  


